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  令和５年 ９月２９日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表第７ １卸売業者売場使用料の項中「４４０」を「４７０」に改め、同表１卸売業

者活魚施設使用料の項中「１，５７０」を「１，６８０」に改め、同表１仲卸業者売場使

用料の項中「２，６２０」を「２，８１０」に、「２，１００」を「２，２５０」に改め、

同表１関連事業者店舗使用料の項中「、関連施設棟」及び「及び関連施設棟」を削り、同

表１事務室使用料の項中「１，７３０」を「１，８５０」に改め、同表１倉庫使用料の項

中「１，９７０」を「２，１１０」に改め、同表１冷蔵庫棟使用料の項中 

「     

 青果４号棟冷蔵庫  １，０８３，４３３   

 塩干冷蔵庫  １０，２９７，１００  を 

    」 

「     

 青果４号棟冷蔵庫  １，０８３，４３３  に改め、同表１構 

    」 

内地使用料の項中「１６０」を「１７０」に改め、同表１加工処理場使用料の項中「２，

４４０」を「２，６１０」に改め、同表１その他の施設使用料の項中「９１０」を「９７

０」に、「２００」を「４００」に、「４７０」を「５３０」に、「５３０」を「５７０」に

改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市中央卸売市場業務条例施行規則の規定は、この規則の

施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料について

３８



は、なお従前の例による。 

（第一市場） 


